
目　　次

平成 29 年      月          日（木）

No.  14419　１部370円（税込み）

4 6

☆韓国における特許性判断において　　
　進歩性の判断基準と最近の傾向…………… ⑴

１．はじめに
　韓国では、特許の無効率が高いと言われている１。
韓国で特許の無効率が高い理由の一つとしては、発
明の特許性判断において、進歩性が比較的認められ
ていない状況が挙げられる。本稿では、主に韓国で
の大法院の判決に基づいて進歩性判断の判断基準を
調べ、さらには最近の特許法院における判決例を中

心に、実際の判決において進歩性が認められる傾向
を紹介する。

２．韓国での発明の進歩性の判断基準に関す
る規定

　韓国の特許法には、進歩性を有さない発明は特許
を受けることができない旨が規定されている。
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【韓国特許法第29条第２項】

特許出願前にその発明の属する技術の分野にお
ける通常の知識を有する者が第１項各号のいずれ
か一つに該当する発明に基いて容易に発明をする
ことができたときは、その発明については、第１
項の規定にかかわらず、特許を受けることができ
ない。

　韓国特許庁の特許審査に関する基準には、「通常
の技術者が特許法第29条第１項各号の１に規定され
た発明によって容易に発明することができる」とは、
通常の技術者が特許出願前公知などとなった発明か
らの動機誘発によってまたは通常の創作能力の発揮
を通じて請求範囲に記載された発明を容易に想到で
きるか否かであると規定されている２。尚、同審査
基準には、「審査官は、出願時に、通常の技術者が
直面していた技術水準全体を考慮するように努力す
ると共に、発明の説明及び図面を勘案して、出願人
が提出した意見を参酌して、出願発明の目的、技術
的構成、作用効果を総合的に検討し、技術的な構成
の困難性を中心に目的の特異性と効果の顕著性を参
酌して総合的に進歩性が否定されるか否かを判断す
るとされている３。

３．韓国大法院の判決例から見る進歩性の判
断基準と特許法院の判決

（１）事後的考察の排除

韓国の大法院は、多数の判決において、進歩性
の判断の際に、発明の明細書に開示されている技
術を知っていることを前提にして、事後的に通常
の技術者がその発明を容易に発明することができ
るか否かを判断してはならないと明確にしてい
る。
【大法院2016.11.25.宣告2014フ2184判決】

「ある発明の進歩性が否定されるか否かを判
断するためには、通常の技術者を基準にして、
その発明の出願当時の先行公知発明からその発
明を容易に発明することができるかどうかを見
なければならなく、進歩性が否定されるか否か
の判断対象となった発明の明細書に開示されて
いる技術を知っていることを前提にして事後的
に通常の技術者がその発明を容易に発明するこ
とができるか否かを判断してはならない。」

上記の大法院の判決後、韓国の大法院と特許法
院は、事後的考察により進歩性を否定してはなら
ないと引き続き判断している４。
【大法院2012.8.23.宣告2010フ3424判決】

特許権：韓国特許第1103188号５

原告（被上告人）：株式会社ヨンウ
被告（上告人）：エイチシティ・アシア・エルティ

ディ （HCT Asia Limited）
判決文：

…本件第１項発明の「ハウジングに結合さ
れ、金属またはセラミックを含み、製品を表
面に印加するための印加面を備える蓄熱チッ
プ」は、原審判示の比較対象発明１の「チュー
ブ容器（10）に結合され、製品を表面に印加
するための傾斜面（121）を備えるシリコン
チップ（120）」に対応するが、これらの構成は、
蓄熱チップとシリコンチップの両方がハウジ
ングやチューブ容器に結合され、製品を表面
に印加するための印加面または斜面を備えて
いるという点では同一である。しかし、本件
第１項発明の蓄熱チップは、金属またはセラ
ミックを含んでいるのに対して、比較対象発
明１のシリコンチップは、シリコンを材料
とすることで、相違する。…してみれば、本
件特許発明の明細書に開示された発明の内容
を既に知っていることを前提にして事後的に
判断しない限り、通常の技術者が比較対象発
明１から本件第１項の発明の蓄熱チップを容
易に導出することができないとすべきであり、
そのような事後的判断は、前記のように、許
容されないため、結局、本件第１項の発明の
進歩性は否定されると言えない。

一方、過去１年間の特許法院の判決においては、
事後的考察の排除が主張又は検討された16件の中、
７件では進歩性が肯定され、９件では進歩性が否
定された。事後的考察を排除して進歩性を認定し
た典型的な特許法院の判決文の一つとして下記の
ようなものがある。
【特許法院2016.10.21.宣告2015ホ8288判決】


